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平成21年度 北河内地域支援事業助成金 公募要領 

 

1. おおさか地域創造ファンドの目的 

  おおさか地域創造ファンドは、官民連携により設置した基金の運用益を活用し、技術

や人材、歴史・伝統など地域の資源を活用した新しい事業にチャレンジする中小企業者

等に対して、その事業の立ち上げ経費の一部を助成し、事業化を支援し、地域の活性化

を図ろうというものです。 
 
 
 
 
 

2. おおさか地域創造ファンド地域支援事業の実施主体 

(1)北河内地域活性化推進協議会 

北河内地域活性化推進協議会(事務局＝守口門真商工会議所)が、おおさか地域創造フ
ァンド北河内地域支援事業の実施主体として、助成対象事業の公募、審査・選定、助成

金の交付、事業支援などを行います。 
地域活性化推進協議会は、おおさか地域創造ファンド地域支援事業を効果的に推進す

るため、府内 9箇所の地域毎に、市町村、商工会議所・商工会等の参画を得て設置した
組織です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (2)(財)大阪産業振興機構 

    おおさか地域創造ファンド事業の実施主体である(財)大阪産業振興機構において、北
河内地域活性化推進協議会で審査・選定された事業について、最終審査を行います。 

  

[おおさか地域創造ファンドの概要] 

・ 基金総額 200億円 
・ 事業期間 10年間 
・ 事業主体 (財)大阪産業振興機構 

[北河内地域活性化推進協議会の概要]  

(設置目的) 
 地域における創業、経営革新を支援するとともに、おおさか地域創造ファンドを

活用し、技術や人材、歴史、伝統など地域の資源を活かした新しい事業を創出

し、産業振興をはじめ地域の活性化を図る。 
(構成団体等) 
守口市、門真市、大東市、四條畷市、守口門真商工会議所、大東商工会議所 

  四條畷市商工会、株式会社日本政策金融公庫守口支店 
 (設置日) 
  平成 19年 5月 8日 
 (事務局) 
  守口門真商工会議所  
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3. 公募事業の内容 

(1)地域支援事業の助成対象事業 

   おおさか地域創造ファンド地域支援事業の助成対象となる事業は、技術や人材、歴史・

伝統など地域の資源を活かした新しい事業であり、地域の中小企業に広く波及効果を与

えるなど地域活性化に資する次の事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (新しい事業とは) 

    新しい事業にチャレンジする取り組みが助成対象であり、すでに事業化され収入を

得ている事業や、機械装置等の購入の占める割合が多いなど設備投資が主たる事業と

みなされる事業は助成対象となりません。 

 

  ( 他の助成金等との関係) 

    同一事業で、国や地方公共団体、独立行政法人等の公的な補助金、助成金等の交付

を受けている場合、又は受けることが決まっている場合は、応募することはできませ

ん。また、上記補助金、助成金等について申請中又は申請予定の場合は、応募申請書

類にその旨を記載してください。 

 

  (外部委託の制限) 

    助成対象事業は、応募される実施主体が主体となって実施していただく必要があり

ますので、過半(50%以上)を外部に委託する事業は助成対象となりません。 

 

 

 

①地場産業の技術・製品を活用した事業 

・地域資源である地場産業等の鉱工業品の技術を不可欠なものとして用いられる

商品の開発、生産又は需要の開拓 

・地域資源である地場産業等の鉱工業品をその不可欠な原材料又は部品として用

いて行われる商品の開発、生産又は需要の開拓 

②観光文化資源を活用した事業 

・地域資源である観光資源の特徴を利用して行われる商品の開発、生産若しくは

需要の開拓又は役務の開発、提供若しくは需要の開拓 

③農林水産資源を活用した事業 

・地域資源である農林水産物をその不可欠な原材料又は部品として用いて行われ

る商品の開発、生産又は需要の開拓 

④地域人材を活用した事業 

・地域資源である人材を活かして行われるプロジェクト 

⑤地域の産学官連携による事業 

・地域の大学、研究機関又は人材との連携による新商品の開発、生産又は需要の

開拓又は役務の開発、提供若しくは需要の開拓 

⑥その他上記に準ずる事業 
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(2)北河内地域支援事業の助成対象事業 

 北河内地域において公募する事業は、(1)に記載した事業のうち、「北河内地域活性化プ

ラン」(平成19年7月策定、北河内地域活性化推進協議会)で定めた次の事業とします。 

 

①北河内地域活性化の目標・方向性 

 
 
 
   北河内地域は独自技術を有するものづくり産業が集積しており、異業種交流･産学連携の取

り組みも行われています。これらの特性を活かして地域に波及効果をもたらす新産業の創出が

必要です。同時に、地域特有の農林水産・観光資源を有効活用して魅力的な特産品の開発やイ

ベント活動を促進し、北河内地域の集客向上と地域の活性化を図ることを目指していきます。 
 
  ②公募事業の内容 

今回、公募する事業は、上記の目標・方向性に沿った次の事業といたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ものづくり技術を活用した新事業の創出と 

農林水産・観光資源の有効活用による活力ある地域づくり 

 

[公募事業(地域資源を活用した新しい事業イメージ] 

ア．ものづくり技術を活用した新製品開発や連携等による事業 
イ．地場産業の技術・製品を活用した新製品開発等の事業 
ウ．観光文化資源を活用した新たな集客やものづくりに関する事業 
エ．農林水産資源を活用したものづくりに関連する事業 
オ．地域の産学官連携による事業 
カ．上記の組み合わせにより、地域ブランドの形成を図る事業 

[活用が期待される地域資源] 

ア． 重点的に支援すべき代表的地域資源 

(ものづくり企業の集積) ものづくり技術及び金型製造技術 
(農林水産資源)     生駒山系の湧き水、大根、れんこん等の農林水産資源 
(観光歴史文化資源)   神社・仏閣及び周辺地域の自然、歴史的町並み  

イ． 担い手としての地域資源 

技術力・専門性・独自性の高い中堅・中小企業、異業種交流グループ、 
企業ＯＢ人材、大学発ベンチャー 

ウ． 支援側としての地域資源 

商工会・商工会議所、市役所、大東ビジネスインキュベータ、大学等研究施設 
エ． 今後の発掘や活用が期待される地域資源 

   新たなものづくり企業の発掘、（担い手、支援側としての）企業ＯＢ人材、 
   農林水産資源や観光文化資源の発掘 
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4.公募事業の実施主体(応募できる方) 

  公募事業の実施主体(応募できる方)は、次のとおりです。 
① 現在事業を営んでいない方で、北河内地域において創業を予定されている方 

（北河内地域において新規創業後１年を経過していない中小企業者を含む） 

② 北河内地域に主たる事業所等を有する中小企業者又は中小企業者のグループ 

③ 北河内地域において事業を実施する中小企業者以外の次の法人 

特定非営利活動法人、農事組合法人、国立大学法人・公立大学法人 

及び学校法人、社団法人・財団法人、商工会議所・商工会 

     ※国立大学の場合は、事前にご相談ください。 

 

  （中小企業者とは） 

・ 「中小企業者」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成 14年 12月 11

日法律第147号)第2条に定める中小企業者とします。(別紙のとおり) 

     (中小企業者のグループとは) 

・ 「中小企業者のグループ」とは、応募事業を実施するために分担金方式等により

複数の中小企業者で構成されたグループとします。この場合、北河内地域に主た

る事業所等を有する中小企業者又は商工会議所・商工会を代表者にしてください。 

・ グループ構成員に中小企業者以外の任意団体が参画することは可能ですが、中小

企業者の構成比が2分の1以上であることを要件とさせていただきます。 

 

5.応募資格・要件 

応募事業の実施主体のうち、次に掲げるものは応募すること、又は審査を受けることが

できません。 

①公的助成金であることから、社会通念上、助成金交付を受けるのにふさわしくない次

の方は応募することができません。 

ア. 直近3事業年度の法人税、消費税及び地方消費税を完納していないもの 

イ. 地方税に係る徴収金を完納していないもの 

ウ. 宗教活動や政治活動を目的にしているもの 

エ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に掲げる暴力団

及びそれらの利益となる活動を行うもの 

   ②次の要件に該当する場合は、審査の対象から除外します。 

ア. 提出書類に虚偽の記載があった場合 

イ. 本要領に違反又は著しく逸脱した場合 

ウ. その他、審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合 
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6.助成対象経費 

応募事業の実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、助成金交付決定以降

に、発注、購入、契約等を行い、助成事業実施期間中に支払いが完了し、かつ証拠書類に

よって金額等が確認できる次に掲げる経費が対象となります。 

 

事業区分 内              容 

1.製品・技術開発 ①調査研究費(市場調査・データ購入・調査分析等) 

②専門家(講師)謝金・旅費 ③一部を委託する経費  

④原材料費(仕入れとみなされるものを除く)  

⑤機械装置、工具器具又は簡易な建築物の購入、製造、改良、据付、

借用、保守又は修繕に要する経費(汎用性が高く使用目的が特定でき

ないもの、量産のための設備投資とみなされるものを除く) 

⑥外注加工費、技術コンサルタント料、デザイン料、試作費、実験費、

設計費、試験検査費、システム開発費(初期費用のみ) 

⑦知的財産権の取得に要する弁理士等手続き代行費用(特許等登録

料、審判費用、登録印紙代等を除く) 

2.販路開拓 ①調査研究費(市場調査・データ購入・調査分析等)  

②専門家(講師)謝金・旅費 ③一部を委託する経費  

④展示会等の会場整備費、会場借料、出展料 

⑤広告宣伝費、ホームページ作成費 

3.人材養成 ①調査研究費(市場調査・データ購入・調査分析等)  

②専門家(講師)謝金・旅費 ③一部を委託する経費 

④研修会等の会場整備費、会場借料 

⑤広告宣伝費、ホームページ作成費 

⑥研修費(受講料・原稿料等) 

4.その他事業 事業の実施に直接必要な経費で上記に準ずるもの 

5.事務費 ①従事者旅費 

②会議費(お茶代)、会場借料、借損料、印刷製本費、資料購入費、通

信運搬費、通訳料、翻訳料、保険料、消耗品費、備品購入費、雑役

務費 

③短期的なアルバイト等の賃金・交通費 

④事業実施に必要な事務所・工場等の改装費(建替え、増築を除く)、

賃借料、共益費(保証金、敷金、仲介手数料を除く) 

⑤法人設立に要する司法書士等手続き代行費用 

※対象外経費は次のとおりです。 

人件費、借入れに伴う支払い利息、公租公課、不動産購入費、官公署に支払う手数料

等、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、その他

公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる費用 

 

※助成対象事業における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額については、当該消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して応募申請してください。ただし、申請

時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについて
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は、この限りではありません。 

7.助成額・助成率・助成期間 

  助成額・助成率・助成期間については、次のとおりとします。 

 

区  分 
助成総額(上限) 

[年度毎助成額(上限)] 
助 成 率 助成期間 

[公募枠Ａ] 一般 

４.②、③の公募事業の 

実施主体に該当する方 

1,000万円/3年 

[500万円/年] 
2分の1以内 3年以内 

[公募枠Ｂ] 創業予定者 

 ４.①の公募事業の 

実施主体に該当する方 

300万円/2年 2分の1以内 2年以内 

 

※新規創業後１年を経過していない中小企業者ついては、公募枠Ｂでの取扱いとなります。 

 

  ※複数年度にわたる事業の場合、事業採択は初年度に行いますが、助成金の交付申請につ

いては、事業報告と合わせて毎年度行っていただき、審査を受けていただくこととなり

ますので、ご留意ください。 

 

※ 事業が採択された場合でも、申請いただいた助成金交付希望額について、助成金対象経

費の精査等により、減額して交付決定させていただく場合があります。 

 

   (平成21年度の助成期間) 

・ 平成 21年度の助成期間(事業実施期間)は、交付決定後（平成 21年 7月１日を予

定）から平成22年3月31日です。 

 

    (平成21年度の予算等) 

・ 北河内地域の公募事業は、（財）大阪産業振興機構が配分する予算の範囲の中で事

業を選定し、助成金交付額を決定いたします。 

・ また、「4.公募事業の実施主体」中、③の中小企業者以外の方への助成金の総額は、

当該予算全体の30%未満とさせていただきます。 
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8.応募方法 

  次の提出必要書類を、北河内地域活性化推進協議会事務局(守口門真商工会議所)まで、持

参の上、提出してください。 

  なお、書類の作成については、事業所所在地の商工会議所･商工会へご相談下さい。 

※ 北河内地域活性化推進協議会事務局(守口門真商工会議所) 

   〒571-0045 門真市殿島町６－４ 

   ℡ ０６－６９０９－３３０３ 

 

  (提出必要書類) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (公募要領の配布) 

    公募要領及び応募申請書等の様式については、平成21年4月1日(水)から平成21年

5月20日(水)までの間、守口門真商工会議所及び北河内地域の商工会議所・商工会で

配布しています。また、下記のホームページからもダウンロードできます。 

    守口門真商工会議所ＵＲＬ  http://www.mk-cci.jp/ 

 

  (応募受付期間) 

    平成21年5月11日(月)から平成21年5月20日(水)まで 

(土・日曜日は除く) 

     (受付時間は午前9時から午後5時まで) 

 

    (公募説明会の開催) 

   本公募事業にかかる説明会は、随時行っております。参加希望者は、北河内地域活性

化推進協議会事務局(守口門真商工会議所)までお気軽にご来場ください。  

      

 

 

① 応募申請書(様式第 1号) 
② 事業計画書(様式第 2号) 
③ グループの概要(様式第 3号)、代表者選定報告書(様式第 4号)  
※グループ申請の場合のみ 

④ 補足説明資料(様式自由、A4サイズ) 
⑤ 添付書類 
ア． 法人の場合は登記簿謄本又は現在事項全部証明書（３ヶ月以内）、個人の場合は

印鑑証明書（３ヶ月以内） 
イ． 直近２期分の決算関係書類(財務諸表、確定申告書又は納税（課税）証明書) 

（公募枠 Aの申請で決算関係資料が 1期分しかない場合は１期分） 
ウ． 事業や法人を紹介するパンフレット等、組合等は事業計画書・事業報告書 

※ 提出部数は、様式１～４号、登記簿謄本、現在事項全部証明書、印鑑証明書、納税

（課税）証明書は原本１部、その他の書類はコピ－1部を提出してください。 
※ 提出いただいた書類は、本審査以外には使用しません。また、返却できませんので、

あらかじめご了承ください。 



8 

9.選考方法 

 (1)助成事業選定委員会 

   選考は、北河内地域活性化推進協議会に設置された外部委員等による「助成事業選定

委員会」において、書類審査及び面接審査(プレゼンテーション)により行います。 

 

 (2)審査の手順 

  ①書類審査 

応募資格及び申請内容に関する書類審査(一次選考)を実施します。 

  ②面接審査(プレゼンテーション) 

    書類審査を通過した方について、応募いただいた事業計画について、プレゼンテーシ

ョンを行っていただき、助成事業選定委員会委員によるヒアリングを行います。 

    面接審査については、平成21年6月上旬を予定していますが、日時については、対象

者に別途お知らせいたします。 

    

 (3)審査基準 

    審査は、次の基準に基づき総合的に行います。 

      ①新規性・・・社会的、地域的に新しい取組みであるか。 

②市場性・・・ニーズがあるか、又はニーズを掘り起こすことが可能か。市場自体に魅

力があるか。 

③成長性・・・今後、成長が期待される分野であるか。その中で事業拡大できるか。 

④革新性・・・競合商品・サービスとの比較において、競争優位性のある特徴を持って

いるか。 

⑤実現可能性・・事業を実施する体制が構築されているか。資金調達力はあるか。 

⑥地域活性化への波及効果・・地域の中小企業への波及効果や、地域イメージの向上な

ど、地域経済に好影響を与えうるか。地域として支援する意義があるか。 

     

 

 (4)おおさか地域創造ファンド事業審査委員会 

    北河内地域活性化推進協議会で審査・選考された事業について、おおさか地域創造フ

ァンド事業の実施主体である(財)大阪産業振興機構に設置された審査委員会において、

最終審査を行った上で、助成対象事業を採択いたします。 

 

 

 (5)審査結果 

    審査の結果については、平成21年6月中旬に書面にて通知いたします。審査内容に関

するお問い合わせについては応じられませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 (6)公表 

    採択された事業については、事業主体名、事業名、事業概要等について、公表させて

いただきます。 
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 (7)採択後のスケジュール 

    審査結果通知後、助成金交付申請書を提出していただき、平成21年度の助成金の交付

決定を行います。助成金交付申請にかかる手続き等については、別途、ご案内させてい

ただきます。 

    助成金は精算払いとなります。助成事業終了後、別途指定する期日までに、経費支出

の証拠書類等を添付した事業報告書を提出していただき、確認させていただいた上で、

助成金を交付いたします。 

 

10.助成事業者の義務 

  ①助成事業の経費の配分の変更（2割以上の場合）又は事業内容を変更（軽微な変更を除

く）しようとする場合は、事前に承認を得てください。 

  ②事業途中での中止や廃止は、真にやむを得ない場合以外は認められません。 

  ③助成事業期間中における事業の遂行状況について、適宜、報告を求めることがあります。 

  ④助成事業完了後又は事業年度終了後、助成金交付のため、支払いの証拠書類等を添付し

て実績報告書を提出していただきます。 

  ⑤助成事業により取得し、又は効用の増加した財産は、事業終了後も善良なる管理者の注

意をもって管理し、助成金の交付の目的に従って効率的な運用を図っていただかなけれ

ばなりません。 

  ⑥助成事業により取得し、又は効用の増加した財産（取得価額が１件当り10万円以上）を、

助成金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合

は、事前に承認を得る必要があります。 

  ⑦助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、助成事業が完了した

日の属する年度の終了後５年間保存してください。 
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独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年十二月十一日法律第百四十七号） 

（定義） 

第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会

社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号までに掲げる業種及

び第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社

及び個人であって、卸売業（第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業とし

て営むもの 

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会

社及び個人であって、サービス業（第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事

業として営むもの 

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の

会社及び個人であって、小売業（次号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業と

して営むもの 

五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従

業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に

属する事業を主たる事業として営むもの 

六 企業組合 

七 協業組合 

八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立され

た組合及びその連合会であって、政令で定めるもの 

 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令（平成十六年五月二十六日政令第百八十二号） 

（中小企業者の範囲）  

第一条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 （以下「法」という。）第二条第一項第五号に規定する

政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとお

りとする。 

 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 

一 ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タ

イヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベ

ルト製造業を除く。） 

三億円 九百人 

二 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人 

三 旅館業 五千万円 二百人 

２ 法第二条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。 

一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 

二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 

三 商工組合及び商工組合連合会 

四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 

五 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間

接の構成員の三分の二以上が五千万円（卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円）以

下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人（卸売業又はサービス業

を主たる事業とする事業者については、百人）以下の従業員を使用する者であるもの 

六 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製

造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常

時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央

会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円（酒類卸売業

者については、一億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十

人（酒類卸売業者については、百人）以下の従業員を使用する者であるもの 

七 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を

営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常

時三百人以下の従業員を使用する者であるもの 

八 鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一

号から第七号までに規定する中小企業者であるもの 


